
一

は
じ
め
に

｢

兼
宣
公
記｣

応
永
二
十
九
年
自
筆
本
は

｢
二
月
〜
六
月
記｣

と

｢

十
二
月
記｣

が
現
存
し
、
同
記
の
他
の
部
分
と
同
様
、
か
つ
て
東
洋
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
が
、

現
在
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
。『

史
料
纂
集

兼
宣
公
記

一』
(

１)

の
応
永
二
十
九
年
記

(

以
下
、
史
料
纂
集
本
と
呼
ぶ)

は
こ
の
自
筆
本
を
底
本

と
し
つ
つ
、
同
記
に
は
所
見
が
な
く
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
柳
原
紀
光
写
本

｢

兼
宣

公
記

三｣
(

以
下
、
柳
原
本
と
呼
ぶ)

に
収
録
さ
れ
て
い
る
応
永
二
十
九
年
の
記

事
を
も
収
録
し
て
い
る
。
柳
原
本
に
収
め
ら
れ
る
同
年
の
記
に
は
次
の
七
種
が
あ
る
。

Ａ

二
月

(

四
日
〜
七
日
中
途
ま
で)

Ｂ

二
月
六
日

釈
奠
別
記

Ｃ

二
月
十
四
日

法
勝
寺
大
乗
会
別
記

Ｄ

二
月

(

七
日
中
途
よ
り)

・
三
月

Ｅ

四
月
・
五
月
・
六
月
抄
本

Ｆ

九
月

後
小
松
上
皇
八
幡
参
詣
別
記

Ｇ

十
二
月

こ
れ
ら
の
う
ち
Ｅ
・
Ｇ
は
自
筆
本

｢

二
月
〜
六
月
記｣

｢

十
二
月
記｣

包
含
さ
れ
、

Ｆ
は
歴
博
に
自
筆
別
記
が
あ
り
、
史
料
纂
集
本
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
と
Ｃ
に

つ
い
て
は
本
稿
の
最
後
で
触
れ
る
と
し
て
、
当
面
問
題
と
し
た
い
の
は
Ａ
・
Ｄ
で
あ

る
。
Ａ
・
Ｄ
に
は
自
筆
本

｢

二
月
〜
六
月
記｣

に
見
え
な
い
記
事
が
あ
り
、
史
料
纂

集
本
で
は
そ
れ
ら
の
記
事
を
お
お
む
ね
Ａ
・
Ｄ
で
収
録
す
る
位
置
に
し
た
が
っ
て
補

入
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
補
入
部
分
の
文
字
校
訂
は
Ａ
・
Ｄ
に
よ
っ
て
い
る
の

で
は
な
く
、｢

自
筆
本｣

に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
校
訂
者
の
村
田
正
志
氏
に
よ
っ
て

注
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う

｢

自
筆
本｣

と
は
、
無
論
、
自
筆
本

｢

二
月
〜
六

月
記｣

の
こ
と
で
は
な
く
、｢

残
缺｣

と
題
さ
れ
る
歴
博
所
蔵
の
別
の
一
巻
の
こ
と

で
あ
る
。
筆
跡
か
ら
す
べ
て
広
橋
兼
宣
の
自
筆
と
み
な
さ
れ
る
こ
の
一
巻
は
、
年
月

日
不
明
の
断
簡
を
寄
せ
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
史
料
纂
集
本
は
Ａ
・
Ｄ
に

あ
っ
て
自
筆
本

｢

二
月
〜
六
月
記｣

に
見
え
な
い
記
事
に
つ
い
て
は
、
そ
の
収
録
位

置
は
Ａ
・
Ｄ
に
、
文
字
は

｢

残
缺｣

に
従
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
問
題
が
二
つ
存
在
す
る
。
第
一
に
、
柳
原
本
Ａ
・
Ｄ
に
収
録

さ
れ
た
記
事
は
、｢

残
缺｣

に
収
め
ら
れ
る
記
事
の
す
べ
て
は
な
い
。｢

残
缺｣

の
み

に
あ
っ
て
柳
原
本
に
見
え
な
い
記
事
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
史
料
纂
集
本
に
収
録
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お

｢

残
缺｣

に
し
か
見
え
な
い
記
事
も
残
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
Ａ
・
Ｄ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
断
簡
も
、
そ
の
収
録
位
置
に

き
わ
め
て
疑
問
が
多
い
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
二
月
七
日
条
の
場
合
、
こ
こ
に
複
数

の
日
の
条
文
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
は
一
読
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

｢

七
日
、
乙
未
、
晴
、
午
剋
参
室
町
殿｣

で
始
ま
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
ら
く

( ) ｢兼宣公記｣ 応永二十九年記の錯簡について (榎原)89

榎

原

雅

治

｢
兼
宣
公
記｣

応
永
二
十
九
年
記
の
錯
簡
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す
る
と

｢

天
晴
、
参
室
町
殿｣

と
あ
り
、
さ
ら
に
進
む
と

｢

晴
、
早
旦
参
室
町
殿｣

と
あ
る
。
ま
た
こ
の
年
三
月
八
日
深
夜
か
ら
翌
日
未
明
に
か
け
て
起
こ
っ
た
こ
と
が

『

看
聞
日
記』
応
永
二
十
九
年
三
月
八
日
条
で
確
認
で
き
る
楊
梅
兼
英
の
強
盗
に
よ

る
落
命
事
件
も
二
月
七
日
条
に
入
っ
て
お
り
、
明
確
な
錯
簡
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
無
論
、
こ
れ
ら
の
錯
簡
に
は
村
田
氏
も
気
づ
い
て
お
り
、
史
料
纂
集
本
に

お
い
て

｢

所
在
箇
所
詳
カ
ナ
ラ
ザ
ル
モ
、
姑
ク
柳
原
紀
光
本
ニ
従
フ｣

の
傍
注
を
付

し
て
い
る
。

一
方
、
自
筆
本
の
応
永
二
十
九
年

｢

二
月
〜
六
月
記｣

と

｢

十
二
月
記｣

(

以
下
、

本
記
と
呼
ぶ)

を
観
察
す
る
と
、
こ
ち
ら
に
も
不
審
な
点
が
あ
る
。｢

兼
宣
公
記｣

の
応
永
二
十
九
・
三
十
年
の
部
分
は
、
一
日
分
三
行
ど
り

(

暦
一
行
、
空
白
二
行)

、

一
紙
横
幅
約
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
暦
記
を
基
本
と
し
つ
つ
、
空
白
の
二
行
に
そ

の
日
の
記
事
を
書
き
き
れ
な
い
場
合
は
、
暦
記
を
裁
断
し
、
白
紙
を
挿
入
し
て
記
事

を
書
い
た
り
、
ま
た
兼
宣
の
も
と
に
来
た
文
書
の
原
本
を
適
宜
挿
入
し
た
り
す
る
と

い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
暦
記
部
分
の
料
紙
一
紙
の
幅
は
四
〇
セ
ン

チ
を
大
き
く
下
回
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
応
永
二
十
九

年
暦
記
に
は
、
挿
入
さ
れ
た
紙
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
紙
幅
が
四
〇
セ
ン
チ

を
下
回
る
箇
所
が
多
数
存
在
す
る

(

表
参
照)

。
つ
ま
り
暦
記
の
本
来
の
紙
継
目
で

は
な
く
、
ま
た
挿
入
さ
れ
た
紙
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
紙
継
目
の
存
在
す
る
箇

所
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
不
審
な
紙
継
目
の
箇
所
に
は
か
つ
て
は
別
紙
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
可
能
性

が
高
い
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
紙
継
目
と

｢

残
缺｣

に
見
え
る
記
事
の
関
係
を
考

え
、
応
永
二
十
九
年
記
の
本
来
の
姿
を
復
原
し
た
い
。

二

｢

兼
宣
公
記
残
缺｣

の
紹
介

ま
ず
は

｢

残
缺｣

の
全
文
を
紹
介
し
た
い
。
※
を
付
し
た
部
分
は
柳
原
本
Ａ
・
Ｄ

お
よ
び
史
料
纂
集
本
に
未
収
録
の
記
事
で
あ
る
。

①
晴
、
早
旦
参
室
町
殿

(

足
利
義
持)

、
今
日
御
参
院
可
為
必
定
云
々

、
頃
之
退
出
、
未
剋
許
着

直
垂
、
参
仙
洞
庭
上
之
処
、
日
野
大
納
言
有光

・
藤
中
納
言
光豊

参
候
東
面
庭
上
、

申
斜
室
町
殿
御
参
内
、
御
直
垂
也
、
有
御
持
参
色
々
御
重
宝
、
被
置
別
当
局
、

御
直
廬

也
、

御
具
足
色
々

御
小
袖
御
服
十
重

し
ろ
き
ほ
け
ん

か
ら
お
り
物

た
ゝ
織
も
の
以
下
、
色
々
御
小
袖
と
も
、
目
驚
は
か
り
也
、

御
剣
一
腰

食
籠
一

異
他
御
重
宝
云
々

、

き
ん
ら
ん

(

金

襴

)

一
段

か
う
は
こ

(

香

筥

)

一

ほ
ん

(

盆)

二
ま
い

以
上
、

臨
期
上
皇
出
御
、
数
献
御
酒
以
後
、
祗
候
公
卿
共
に
逸
興
ニ

被
出
懸
物
、
可
被

執
孔
子
之
由
、
有
室
町
殿
、

[

仰
脱]

永
藤
卿
持
参
具
足
之
注
文
、
依
仰
余
書
名
鬮
置
御

前
納
御
硯

筥
蓋
、

、
依
室
町
殿
仰
、
余
最
前
取
之
、
次
一
位
入
道
以
下
次
第
取
之
、

慶
洞
丸

香
合｣

一
位
入
道

(

日
野
資
教)

同｣

余

絵
二
幅｣

三
条
大
納
言

(

正
親
町
三
条
公
雅)

香
爐｣

権
大
納
言

(

裏
辻
実
秀)

水
指｣

執
権

(

日
野
有
光)

胡
銅
花
瓶｣

藤
中
納
言

(

烏
丸
豊
光)

｣

飛
鳥
井
中
納

(

雅

�)

言
入
道

胡
銅
花
瓶｣

万
里
少
路
中
納
言

(

時
房)

｣
菅
宰
相

(
東
坊
城
長
遠)

小
袖
三
重
色
々
、｣

左
大
弁
宰
相

(

日
野
西
盛
光)

太
刀

中
山
宰
相

(

定
親)｣

右
兵
衛
督

(

高
倉
永
藤)

盆｣
(

原
文
は｣

の
位
置
で
改
行)

公
卿
者
別
而
取
孔
子
、
相
残
鬮
被
下
雲
客
、
但
懸
物
員
数
不
足
、
人
数
巨
多
之

間
、
無
孔
子
二
被
入
之
、
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兵
部
卿
永
俊

(

高
倉)

卿
以
前
不
参
御
前
間
、

被
加
殿
上
人
列
、

頭
右
大
弁
宗
豊

(

葉
室)

朝
臣

以
上
両
人
無
孔
子
也
、

長
政

(

東
坊
城)
朝
臣

季
俊

(

四
辻)

朝
臣

盆

永
宣

(

高
倉)

朝
臣

永
基

(

高
倉)

朝
臣

宣
光

(

広
橋)

し
ゆ
す

有
親

(

中
山)

(

柳
原
本
Ｄ
・
史
料
纂
集
本
二
月
七
日
条
に
収
録)

②
仰
旨
、
一
位
以
下
候
庭
上
、
慶
洞
丸
又
参
、
召
次
幸
雅
男
同
候
庭
上
、
被
下
室

町
殿
御
盃
於
召
次
、
件
盃
一
位
入
道
飲
之
、
旧
冬
以
来
此
儀
云
々

、
及
晩
御
退

出
、
今
朝
未
明
参
北
野
社
、
自
今
日
至
来
廿
五
日
、
可
参
詣
之
由
所
令
祈
念
也
、

(

柳
原
本
な
し
、
史
料
纂
集
本
二
月
七
日
条
に
収
録)

③
抑
昨
日
禁
裏

(

称
光
天
皇)

御
湯
始
之
間
、
自
禁
裏
被
下
種
々
御
重
宝
於
寿
阿
弥
陀
仏
、

御
剣
白

食
籠

胡
銅
香
爐

香
合

盆
二
枚

引
合
十
帖

御
馬
一
疋
昨
日
自
室
町
殿

被
進
御
馬
也
、

自
仙
洞

(

後
小
松
上
皇)

、

御
剣
白

・
御
馬
一
疋
被
下
之
、

依
禁
裏
仰
、

弁

(

広
橋
宣
光)

召
具
寿
阿
弥
参
内
之
間
、
寿
阿
弥
則
入
来
此
第
、

余
号
馬
一
疋
料
足
二
百
疋
遣
之
、
面
々
皆
以
如
此
相
談
者
也
、
自
室
町
殿
ハ
弐

千
疋
被
下
之
云
々

、
御
臺

(

日
野
栄
子)

よ
り
も
殊
勝
御
小
袖
三
重
被
下
之
云
々

、

(

柳
原
本
な
し
、
史
料
纂
集
本
十
二
月
三
日
条
に
収
録)

※
④
晴
、
早
旦
参
室
町
殿
、
次
詣
大
宮
庵
、
是
麗
光
庵
仏
事
今
日
為
沙
汰
終
、
御
庵

素
玉
御
房

以
下
尼
御
前
達
被
座
此
所
之
間
、
為
焼
香
所
詣
也
、
次
詣
廬
山
寺
、
達
�謁

長
老
之
処
、
自
室
町
殿
有
御
使
、
�
可
参
申
云
々

、
直
参
仕
之
処
、
御
座
等
持

寺
之
間
、
則
参
彼
梵
宮
、
被
仰
下
云
、
仙
洞
祗
候
上
臈
故
実
冬
公

息
女

只
今
被
進
状
、

此
書
状
趣
文
、
以
無
御
心
得
不
堪
御
不
審
之
間
、
件
状
ヲ
ハ

被
返
遣
畢
、
何
様

就
進
退
難
儀
出
来
歟
、
若
触
有

耳
之
子
細
哉
之
由
、
有
被
仰
下
旨
、
就
此
事
詣

仙
洞
別
当
局
、
則
又
帰
参
室
町
殿
、

※
⑤
抑
平
野
祭
弁
依
為
分
配
所
参
向
也
、
上
卿
四
条
大
納
言
�
直
卿

、
奉
行
職
事
、
蔵

人
権
右
少
弁
経
直

(

勧
修
寺)

申
沙
汰
、
内
侍
出
車
頭
中
将
宗
継

(

松
木)

朝
臣
云

々

、
弁
今
日
所
奏

慶
也
、
先
参
社
頭
、
祭
礼
以
後
即
参
内
裏
・
仙
洞
、
各
於
殿
上
口
申
拝
賀
云

々

、

不
及
申
次
、
吉
書
仰
官
務

(

小
槻)

為
緒
宿
祢

、
加
賀
国
解
文
也
、
不
及
如
木
・
雑
色
并
青

侍
召
具
、
以
略
儀
為
先
、
且
又
貞
和
四
年
八
月
廿
九
日
瑞
雲
院

(

広
橋
兼
綱)

四
位
中
弁
御
拝

賀
也
、
任
此
時
之
御
出
立
者
也
、
幸
甚
々
々
、

※
⑥
抑
軽
服
中
奉
拝
春
日
以
下
社
之
条
、
曽
以
不
可
有
憚
之
由
、
春
日
神
主
師
盛

(

大
中
臣)

卿

所
相
語
也
、
仮
令
重
服
之
身
、
七
个
日
之
中
猶
以
不
憚
之
、
但
奉
読
進
三
十
頌

事
者
可
加
斟
酌
云
々

、
是
暇
之
中
事
歟
、
猶
可
尋
知
、
所
詮
社
参
者
不
可
叶
、

於
私
宅
之
遙
拝
者
曽
以
不
可
有
苦
云
々

、

⑦
天
晴
、
参
室
町
殿
、
執
権
・
藤
黄

(

烏
丸
豊
光)

等
参
会
、
被
仰
下
云
、
仙
洞
御
舟
事
、
今
日

面
々
可
申
沙
汰
、
於
人
数
者
、
去
十
二
日
花
御
賞
翫
之
時
、ａ

申
沙
汰
輩
可
然
云
々

、

余
申
入
云
、
然
者
内
々
御
参
可
然
候
哉
之
由
申
入
之
処
、
五
壇
法
修
中
至
来
廿

二
日
可
為
御
断
酒
之
間
、ｂ

御
参
不
可
叶
、
只
面
々
�
参
可
申
沙
汰
也
、
事
更
其

子
細
以
御
書
被
申
院
也
、
此
御
書
余
可
持
参
之
由
蒙
仰
退
出
、
直
参
仙
洞
別
当

局
、
申
入
事
之
由
処
、
猶
可
有
御
参
之
由
被
申
之
条
、
可
為
何
様
哉
之
由
預
勅

問
之
間
、
御
祈
祷
中
御
断
酒
之
上
者
、
不
可
有
御
参
之
条
勿
論
歟
之
由
申
入
之

間
、
此
上
者
面
々
�
相
触
可
参
申
入
云
々

、
退
出
之
後
悉
相
催
、
晩
頭
参
仕
者

也
、
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抑
与
・
相
両
琵
琶
法
師
依
勅
所
召
進
也
、
於
南
殿
南
面
可
有
御
会
云
々

、
秉
燭

以
後
出
御
之
間
、
余
以
下
参
御
前
之
簀
子
、
用
円
座
、
両
三
献
後
、
被
召
琵
琶
法

師
於
南
階
之
簀
子
、
五
句
申
之
、
其
間
も
御
酒
也
、
平
家
物
語
畢
両
輩
退
出
者

也
、

次
被
召
御
舟
、
有
御
乗
船
興
、
中
山
少
将
有
親
朝
臣
・
召
次
幸
満
佐
男
当
時
上
皇
御

寵
愛
無
双
也
、

着
単
物
折

烏
帽
子
、

両
人
取
棹
、
上
皇
御
服
御
道
服
也
、
堅
固
依
為
内
々
儀
也
、
余
・
三
条

大
納
言
・
執
権
・
権
大
納
言
・
飛
鳥
井
中
納
言
宋
雅

(

雅
縁)

禅
着袴

、衣

等
参
御
座
舟
、
此

餘
輩
候
次
船
、
於
船
中
有
一
献
、
廊
局
為
御
陪
膳
参
候
、
于
時
春
天
風
静
、
宮

漏
夜
闌
、
月
在
天
上
明
々
、ｃ

舟
浮
池
、
畔
所
々
に
或
有
管
絃
之
御
遊
、
或
有
詩

哥
之
御
詠
、
催
興
断
腸
者
也
、
終
夜
御
遊
之
後
、
天
明
程
相
伴
蔵
人
弁
退
出
、

沈
酔
可
謂
言
語
道
断
者
哉
、

抑
御
遊
之
初
莚
、
自
室
町
殿
被
下
御
書
之
間
、
拝
見
之
処
有
和
哥
、
仍
備
叡
覧

之
間
、
被
進
御
製
如
此
、

(

柳
原
本
Ａ
・
史
料
纂
集
本
二
月
七
日
条
に
収
録)

※
⑧
此
御
詠
等
事
、
依
季
保

(

四
辻)

朝
臣
新
妻
女
事
也
、
仍
有
種
々
注
也
、
抑
余
又
加
一
首
、

捧
請
文
事
、
朔
日
被
下
御
詠
之
条
、
依
畏
入
也
、

抑
旧
冬
預
置
貢
馬
鴇
毛
駮
、
此
間
出
蚊
触
之
間

(

以
下
欠)

⑨
一
位
入
道
者
、
軽
服
暇
中
也
、
為
法
躰
之
間
、
祗
候
不
可
有
子
細
之
由
、
依
被

仰
下
参
仕
云
々

、
法
躰
之
条
者
雖
勿
論
、
俗
人
同
事
歟
、
尤
可
被
憚
者
哉
、
伯

二
位
資
忠

(

白
川)

卿
、
今
日
祗
候
如
法
参
会
難
儀
之
事
也
、
雖
然
勅
定
之
上
者
、
猶
令

参
会
之
由
、
蜜

(

マ
マ)

々
所
相
語
□
□
、
日
野
大
納
言
有
光

・
藤
中
納
言
豊
光

、
此
両
人

同
軽
服
事
也
、
仍
不
及
参
仕
、
但
以
直
垂
躰
、
相
交
雑
人
祗
候
庭
上
之
処
、
被

下
御
盃
之
間
、
参
簀
子
下
、
三
条
大
納
言
公
雅

取
御
酌
候
簀
子
上
、
余
持
盃
同

候
堂
上
、
堂
下
飲
之
、
又
二
位
局

(

日
野
西
盛
子)

国
母

・
廊
局
二
位
局
妹

、
此
両
人
も
同
軽
服
之
間

不
参
之
処
、
以
掻
取
之
躰
、
内
々
可
見
物
之
由
依
勅
定
参
仕
間
、
同
火
依
難
儀

伯
卿
退
出
、
更
闌
余
退
出
、
依
酔
気
也
、
蔵
人
弁
者
猶
可
祗
候
之
由
所
仰
含
也
、

暁
更
令
退
出
云
々

、

(

柳
原
本
Ａ
・
史
料
纂
集
本
二
月
七
日
条
に
収
録)

⑩
君
両
喝
食
御
所
同
可
有
御
参
也
、
素
玉
御
房
可
被
伴
申
之
由
可
申
旨
、
有
室
町

殿
仰
、

室
町
殿
渡
御
乗
蓮
坊

(

兼
宗)

之
後
、
余
以
下
退
出
、
晩
頭
着
直
垂
候
仙
洞
庭
上
、
弁
ハ

着
狩
衣
祗
候
、
御
比
丘
尼
御
所

(

理
永
、
後
小
松
上
皇
女)

并
両
御
喝
食
・
大
聖
寺
方
丈

(

後
円
融
天
皇
女)

御
所
・
御
菴
等
、

皆
以
有
御
座
二
位
局

(

日
野
西
資
子)

、
秉
燭
後
室
町
殿
御
参
、
ま
つ
御
座
棟
門
番
屋
、
被
召
余
、

被
仰
下
云
、
両
御
喝
食
御
所
の
御
姉
御
所
ハ

去
四
月
一
日
御
参
仙
洞
之
時
、
御

見
上
ニ

料
足
万
疋
被
進
、
只
今
又
御
妹
の
御
喝
食
御
初
参
也
、
仍
任
先
例
被
進

万
疋
之
折
紙
也
、
余
ま
つ
可
申
入
此
旨
於
院
云

々

、
則
所
経
奏
聞
也
、
次
室
町

殿
御
参
、
御
直
垂

也
、

頃
之
御
比
丘
尼
御
所
以
下
還
御
、
々
菴
素
玉
御

房

者
帰
参
女
院
御
所

(

崇
賢
門
院
、
広
橋
仲
子)

給
也
、
室
町
殿

御
退
出
後
人
々
退
出
、
以
外
御
沈
酔
也
、
仍
早
速
還
御
、

(

柳
原
本
な
し
、
史
料
纂
集
本
十
二
月
十
九
日
条
に
収
録)

⑪
晴
、
午
剋
参
室
町
殿
之
処
、
被
仰
下
云
、
宇
佐
宮
神
宝
発
遣
事
、
去
年
以
来
蔵

人
右
少
弁
俊
国

(

坊
城)

所
申
沙
汰
也
、
事
次
第
委
相
尋
可
申
入
云
々
、
委
細
在
別
記
、

今
日
三
个
度
参
室
町
殿
、
是
依
此
事
也
、
抑
按
察

(

甘
露
寺
兼
長)

所
労
危
急
之
間
、
申
出
家
暇

之
間
、
一
位
事
被
宣
下
者
也
、
仰
俊
国
召
進
宣
下
案
畢
、
此
事
有
室
町
殿
御
尋

旨
、
以
俊
任

(

坊
城)

卿
近
例
、
有
勅
許
歟
之
由
所
申
入
也
、

妙
法
院
宮

(
堯
仁
法
親
王)

被
下
御
書
、
一
昨
日
参
事
被
悦
思
食
旨
也
、
参
仕
事
旁
以
雖
有
存
旨

閣
万
事
了
、

(

柳
原
本
Ａ
、
史
料
纂
集
本
二
月
七
日
条
に
収
録)

⑫
被
置
懸
物
於
東
門
番
屋
、
各
至
此
所
取
之
、
孔
子
畢
後
、
被
召
出
幸
満
佐

召

次

、
於

庭
上
被
下
室
町
殿
之
御
盃
、
則
室
町
殿
御
酌
、
此
時
永
藤
卿
小
袖
織
物

并
太
刀
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腰
刀
等
持
参
之
、
召
次
取
之
退
出
、
希
代
之
眉
目
歟
、

次
青
蓮
院

(

義
円)

准
后
并
三
宝
院
僧
正
満
済

各
着
付
裳
衣
参
御
前
、
是
御
前
栽
拝
見
儀

也
、
室
町
殿
御
媒
介
也
、
青
門
者
三
千
疋
御
折
紙
、
三
宝
ハ
二
千
疋
折
紙
各
持

参
之
、
余
経
奏
聞
者
也
、
子
剋
許
室
町
殿
御
退
出
之
間
、
僧
中
同
之
者
也
、

(

柳
原
本
Ａ
・
史
料
纂
集
本
二
月
七
日
条
に
収
録)

※
⑬
晴
、
早
旦
奉
拝
尊
神
、
次
令
同
車
宣
光
朝
臣
参
北
野
社
、
参
社
頭
後
、
参
室
町

殿
御
参
籠
所
、
構
見
参
、
小
冠
同
参
御
前
、
幸
甚
々
々
、
有
御
盃
、
次
御
出
公

文
所
禅
能
法
印
坊
、
□
退
出
、
相
扶
酒
気
着
直
垂
参
仙
洞
、
執
権
・
藤
中･

裏

中
納
言
等
参
会
、
申
斜
自
禅
能
坊
直
御
参
御
直
垂
也

、
於
南
庭
依
有

可

猿
楽
、
白
地
被

構
舞
臺
被
□
□
、
面
々
翠
簾
□
高
欄
之
融
、
室
町
殿
有
御
祗
候
簀
子
、
余
等
候

庭
上
、

抑
素
玉
房
余
妹

依
召
被
参
申
、
臺
□
□

[

聖

寺]

方
丈
御
所
聖
□
□

并
御
喝
食
室
町
殿

御
女

有
御
参
、

各
被
進
隣
□
□
疋
之
御
折
□
、
召
次
幸
満
佐
同
候
庭
上
、
入
夜
室
町
殿
御
退
出
、

弁
着
衣
冠
参
仕
、
尤
以
幸
甚
々
々
、
自
今
日
立
賀
茂
祭
神
事
之
札
、

三

｢

残
缺｣

収
録
断
簡
の
年
月
日
比
定

以
上
の
よ
う
な

｢

残
缺｣

の
各
記
事
が

｢

兼
宣
公
記｣

の
ど
の
日
の
条
か
ら
脱
落

し
た
も
の
で
あ
る
の
か
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、｢

兼
宣
公
記｣

本
記
記
事
や
、
他
の

記
録
と
の
比
較
か
ら
年
月
日
を
特
定
で
き
る
記
事
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

②
末
尾
の

｢

今
朝
未
明
参
北
野
社
、
自
今
日
至
来
廿
五
日
、
可
参
詣
之
由
所
令
祈
念

也
、｣

と
い
う
北
野
参
籠
開
始
の
記
事
は
、
本
記
応
永
二
十
九
年
二
月
二
十
五
日
条

の

｢

参
北
野
社
、(

中
略)

今
日
七
个
日
参
詣
、
無
為
遂
其
節
、｣

と
い
う
北
野
参
籠

結
願
記
事
と
対
応
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
二
十
五
日
が
結
願
日
と
な
る
た
め
に
は
十
九

日
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
本
記
で
二
月
十
九
日
条
の
載
る
第

七
紙
は
紙
幅
二
〇
・
九
セ
ン
チ
し
か
な
く
、
第
八
紙

(

二
十
・
二
十
一
日
条)

・
第

九
紙

(

二
十
二
日
条)

と
併
せ
て
四
〇
セ
ン
チ
と
な
る
。
第
七
紙
と
第
八
紙
の
間
に

も
と
も
と
は
挿
入
紙
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
、
②
が
こ
れ
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
。

③
称
光
天
皇
の
病
気
を
治
療
し
た
医
師
寿
阿
弥
が
上
皇
よ
り
香
爐
・
香
合
・
盆
な
ど

の
褒
美
を
賜
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

『

康
富
記』

応
永
二
十
九
年

十
二
月
三
日
条
の

｢

今
日
医
師
寿
阿
被
召
禁
裏
、
議
仗
所
ニ
有
御
出
座
、(

中
略)

則
御
引
出
物
共
被
下
、
蔵
人
取
継
給
之
、
御
太
刀
金
作

・
御
盆
二
枚
・
御
香
合
・
御

香
炉
已
下
重
宝
被
下
云
々
、｣

と
い
う
記
事
内
容
と
一
致
し
て
い
る
。｢

兼
宣
公
記｣

十
二
月
記
は
三
日
以
前
が
現
存
せ
ず
、
四
日
条
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
四
日
条
か

ら
始
ま
る
料
紙
は
横
一
六
・
四
セ
ン
チ
し
か
な
く
、
そ
の
直
前
に
挿
入
紙
が
あ
っ
た

こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
③
な
の
で
あ
ろ
う
。

⑤
冒
頭
に

｢

抑
平
野
祭
弁
依
為
分
配
所
参
向
也
、
上
卿
四
条
大
納
言
�
直
卿｣

と
あ
る

が
、
こ
れ
は

『

康
富
記』

応
永
二
十
九
年
四
月
十
日
条
の

｢

平
野
祭
、
上
卿
四
条
大

納
言
隆
直
卿｣

と
い
う
記
事
と
一
致
す
る
。
本
記
で
同
日
条
の
載
る
第
二
五
紙
は
幅

三
七
・
四
セ
ン
チ
、
第
二
六
紙

(

十
一
〜
十
二
日
条)

は
一
〇
・
八
セ
ン
チ
で
、
両

者
あ
わ
せ
る
と
規
格
外
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
の
間
の
紙
継
目
は
本
来
の
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
第
二
六
紙
が
寸
足
ら
ず
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
内
容

的
に
⑤
は
こ
の
間
の
紙
継
目
に
挿
入
さ
れ
て
い
た
も
の
と
判
断
す
る
。

⑥
軽
服
中
に
神
事
を
行
う
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
こ

れ
は
本
記
応
永
二
十
九
年
五
月
一
日
条
の

｢

晴
、
看
経
等
如
毎
朔
、
但
尊
神
以
下
之

拝
、
為
軽
服
日
数
中
之
間
、
所
加
斟
酌
也
、｣

に
続
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
日
条
の

載
る
第
三
二
紙
は
紙
幅
三
二
・
七
セ
ン
チ
で
第
三
三
紙

(

二
日
条)

と
併
せ
て
約
四

〇
セ
ン
チ
と
な
る
。
⑥
は
こ
の
間
の
紙
継
目
に
挿
入
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑩

｢

御
比
丘
尼
御
所｣

(

後
小
松
上
皇
女)

、｢

両
御
喝
食｣

(

義
持
女)

お
よ
び

｢

大

聖
寺
方
丈｣

(
後
小
松
上
皇
妹)

が
仙
洞
御
所
を
訪
問
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
、｢
兼
宣
公
記｣

本
記
の
応
永
二
十
九
年
十
二
月
十
九
日
条
末
尾
の

｢

今
日
大
聖
寺
御
比
丘
尼
御
所
渡
御
仙
洞
之
間
、
室
町
殿
姫｣

と
い
う
記
事
と
符
合
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す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
最
後
の

｢

室
町
殿
姫｣

は
⑩
の
冒
頭

｢

君
両
喝
食
御
所｣

に
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
同
日
条
の
場
合
、
本
記
の
記
事
自
体
が
暦

記
で
は
な
く
挿
入
紙
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
挿
入
さ
れ
た
紙
に
書
き
始
め
た
が

な
お
不
足
し
、
⑩
が
貼
り
足
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑪

｢

抑
按
察
所
労
危
急
之
間
、
申
出
家
暇
之
間
、
一
位
事
被
宣
下
者
也
、｣

と
あ
る

が
、『

公
卿
補
任』

に
よ
れ
ば
、
按
察
使
大
納
言
甘
露
寺
兼
長
は
、
応
永
二
十
九
年

二
月
七
日
に
従
一
位
に
叙
せ
ら
れ
、
翌
日
死
去
し
て
い
る
。
ま
た

｢

薩
戒
記
目
録｣

応
永
二
十
九
年
二
月
八
日
条
に
も

｢
按
察
使
兼
長
卿
薨
事
、
昨
日
叙
一
品
事
、｣

と

あ
り
、
⑪
が
応
永
二
十
九
年
二
月
七
日
条
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
本
記
で
同

日
条
の
載
る
第
二
紙
は
紙
幅
わ
ず
か
一
・
九
セ
ン
チ
で
、
第
三
〜
五
紙

(

八
〜
十
二

日
条)

、
お
よ
び
欠
失
部
分
と
併
せ
て
よ
う
や
く
三
八
セ
ン
チ
ほ
ど
に
な
る
。
⑪
は

第
二
紙
と
第
三
紙
の
間
の
紙
継
目
に
挿
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑫
文
中
に
見
え
る

｢

幸
満
佐｣

は
後
小
松
寵
愛
の
召
次
な
の
で
場
面
は
仙
洞
で
あ
ろ

う
。
足
利
義
持
・
青
連
院
義
円
・
三
宝
院
満
済
が
登
場
し
、
こ
の
三
人
が
院
参
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
は

『

満
済
准
后
日
記』

応
永
二
十
九
年
二
月
二
十
九

日
の

｢

今
日
御
所
様
御
院
参
、(

中
略)

青
蓮
院
准
后
・
予
令
供
奉
院
参
、
仙
洞
御

庭
見
事
、｣

と
い
う
記
事
と
一
致
す
る
。｢

兼
宣
公
記｣

同
日
条
の
載
る
第
一
一
紙
は

一
二
・
七
セ
ン
チ
で
第
一
二
紙

(

三
月
一
〜
二
日
条)

、
第
一
三
紙

(

三
日
条)
と

併
せ
て
四
〇
セ
ン
チ
近
く
に
な
る
。
⑫
は
第
一
一
紙
と
第
一
二
紙
の
間
の
紙
継
目
に

挿
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
⑫
は
内
容
的
に
明
ら
か
に
前
欠
で
あ
る
。

二
十
九
日
の
暦
記
に
も
記
事
は
な
い
の
で
、
第
一
一
紙
と
⑫
の
間
に
は
さ
ら
に
失
わ

れ
た
記
事
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
で
見
て
き
た
②
③
⑤
⑥
⑩
⑪
⑫
の
各
記
事
は
、
い
ず
れ
も
応
永
二
十
九
年
記

か
ら
脱
落
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
残
る
記
事
に
つ
い
て
は
年
月
日

を
特
定
す
る
記
述
が
乏
し
い
。
し
か
し
上
記
の
状
況
か
ら
見
て
、
残
る
記
事
も
応
永

二
十
九
年
の
記
事
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
も
応
永
二
十

九
年
の
記
事
で
あ
る
こ
と
と
仮
定
し
て
同
年
の
う
ち
か
ら
候
補
と
な
る
月
日
を
求
め
、

そ
の
日
の
条
か
ら
脱
落
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
も
応
永
二
十
九
年
本
記
の
状
態

と
の
間
に
矛
盾
は
生
じ
な
い
か
否
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

①
足
利
義
持
の
院
参
に
か
か
る
記
事
。
参
加
者
と
し
て
一
位
入
道
、
執
権
、
藤
中
納

言
、
慶
洞
丸
が
挙
が
っ
て
い
る
点
は
、
本
記
応
永
二
十
九
年
二
月
十
三
日
条
と
同
じ

で
あ
る
。
し
か
し
同
日
条
に
は
紙
継
目
が
な
い
う
え
に
、
す
で
に
記
事
が
あ
り
、

｢

晴｣

と
天
気
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り

｢

晴｣

で
始
ま
る
①
が
同
日
条
の
箇

所
に
貼
り
継
が
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
分
量
も
多
く
、
貼
り
継
が
れ
て
い

た
も
の
が
脱
落
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
も
と
も
と
別
記
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
別
記
の
例
は

｢

兼
宣
公
記｣

で
は
ほ
か
に
も
か

な
り
見
ら
れ
る
。

④

｢

自
室
町
殿
有
御
使
、
�
可
参
申
云
々
、
直
参
仕
之
処
、
御
座
等
持
寺
之
間
、
則

参
彼
梵
宮
、｣

と
い
う
記
述
か
ら
、
当
該
日
に
義
持
が
相
国
寺
等
持
寺
に
い
た
こ
と

が
わ
か
る
が
、
応
永
二
十
九
年
の
う
ち
で
義
持
が
等
持
寺
に
滞
在
し
た
の
は
三
月
二

十
日
、
四
月
二
十
七
日
〜
五
月
八
日
ご
ろ
、
十
二
月
朔
日
〜
十
二
月
八
日
ご
ろ
の
三

度
で
あ
る
。
う
ち
三
月
二
十
日
は

｢

兼
宣
公
記｣

に
す
で
に
記
事
が
あ
り
、
し
か
も

こ
の
日
一
日
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
四
月
二
十
七
日
〜
五
月
八
日
ご
ろ
の
滞
在
は
父

義
満
の
法
華
八
講
が
等
持
寺
で
営
ま
れ
る
た
め
の
滞
在
で
あ
る

(

２)

。｢

兼
宣
公
記｣

本

記
の
こ
の
期
間
内
の
紙
継
目
の
箇
所
を
求
め
れ
ば
、
四
月
二
十
八
日
、
五
月
一
日
、

五
月
二
日
、
五
月
八
日
の
各
条
で
あ
る
が
、
二
十
八
日
と
八
日
条
は
暦
記
の
文
字
が

次
の
料
紙
に
ま
た
が
っ
て
書
か
れ
て
い
て
、
こ
の
紙
継
目
に
別
紙
が
貼
り
継
が
れ
て

い
た
可
能
性
は
な
く
、
ま
た
一
日
、
二
日
条
も
暦
記
の
空
白
行
部
分
に
記
事
が
あ
っ

て
天
気
に
関
す
る
記
述
が
見
え
る
。
し
た
が
っ
て
、｢

晴
、
早
旦｣

で
始
ま
る
④
が

こ
の
両
日
条
で
あ
っ
た
可
能
性
も
な
い
。

残
る
可
能
性
は
十
二
月
朔
日
〜
十
二
月
八
日
ご
ろ
の
み
で
あ
る

(

３)

。
こ
れ
は
十
二
月

二
日
〜
六
日
に
行
わ
れ
た
祖
父
義
詮
の
法
華
八
講
の
た
め
の
滞
在
で
あ
る
。｢

兼
宣
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公
記｣

は
こ
の
年
の
七
月
か
ら
十
二
月
三
日
条
ま
で
を
欠
く
の
で
、
十
一
月
末
か
ら

十
二
月
初
め
に
か
け
て
の
部
分
の
紙
継
目
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
十
二
月
四

日
以
後
の
暦
記
に
は

｢

晴｣

で
始
ま
る
記
事
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
日
は
除
外
さ

れ
る
。
④
を
読
む
と
、
こ
の
日
、
義
持
に
呼
ば
れ
た
兼
宣
は
、
義
持
が
等
持
寺
に
い

る
こ
と
を
知
ら
ず
に
室
町
殿
に
出
向
い
て
い
る
の
で
、
前
日
ま
で
義
持
は
室
町
殿
に

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
前
日
ま
で
は
法
華
八
講
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
と
な
れ
ば
④
は
八
講
の
開
始
さ
れ
た
二
日
か
、
そ
の
一
日
前
の
朔
日
の
記
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
朔
日
の
記
で
あ
れ
ば

｢

晴｣

に
続
け
て

｢

看
経
如
例｣

と
い

う
文
言
が
あ
る
は
ず
な
の
で
、
朔
日
は
除
外
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
④
は
二
日
条
で

し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑦
傍
線
部
ｃ
か
ら
、
春
の
中
旬
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
傍
線
部
ａ
か
ら
、
こ

の
条
が
こ
の
年
の
花
見
以
後
の
記
事
で
あ
る
こ
と
、
傍
線
部
ｂ
か
ら
、
二
十
二
日
に

結
願
す
る
予
定
の
足
利
義
持
の
た
め
の
五
壇
法
が
行
わ
れ
て
い
る
最
中
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。『

看
聞
日
記』

に
よ
れ
ば
、
応
永
二
十
九
年
の
伏
見
宮
家
に
お
け
る
花

見
は
三
月
十
四
日
か
ら
十
九
日
に
か
け
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
⑦
が
応
永
二
十
九

年
の
記
事
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ａ
の

｢

去
十
二
日｣

と
は
三
月
十
二
日
の
こ
と
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
日
以
後
の
春
の
期
間
で
五
壇
法
に
関
す
る
史
料
を
検
索

す
る
と
、『

満
済
准
后
日
記』

応
永
二
十
九
年
三
月
記
の
次
の
記
事
に
行
き
当
た
る
。

十
六
日
、
癸
酉
、
天
晴
、
自
今
日
五
壇
法
始
行
、(

下
略)

廿
二
日
、
己
卯
、
天
晴
、
五
壇
法
結
願
如
常
、(

下
略)

こ
の
年
三
月
十
六
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
五
壇
法
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
⑦
の
内
容
と
一
致
し
て
お
り
、
⑦
が
三
月
十
六
日
か
ら
二
十
二
日
に
至
る
間
の

記
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。｢

兼
宣
公
記｣

本
記
で
紙
継
目
を
も
つ
条
は
十
八

日
条

(

第
一
八
紙)

だ
け
で
あ
る
。
こ
の
紙
継
目
は
暦
記
本
来
の
紙
継
目
で
も
あ
る

か
ら
、
⑦
は
こ
の
継
目
を
利
用
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑧
文
頭
の

｢

此
御
詠
等
事
、
依
季
保
朝
臣
新
妻
女
事
也
、｣

と
い
う
記
述
は
、
⑦
の

文
末
の

｢

自
室
町
殿
被
下
御
書
之
間
、
拝
見
之
処
有
和
哥
、
仍
備
叡
覧
之
間
、
被
進

御
製
如
此
、｣

と
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
⑦
と
⑧
の
間
に

後
小
松
上
皇
の
御
製
や
義
持
の
御
詠
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
柳
原
本
Ｄ

の
冒
頭
に
配
置
さ
れ
る
次
の
歌
で
あ
ろ
う
。

君
も
さ
そ
猶
万
代
と
ち
き
る
ら
ん
若
木
の
花
の
春
の
行
す
え

楽
全
子

先
日
参
上
の
時
、
雨
や
候
つ
る
、
き
さ
ら
き
の
花
も
拝
見
仕
候
は
て
、
無
念
申

は
か
り
な
く
と
こ
そ
候
へ
、
さ
そ
面
白
候
ら
ん
と
存
候
、
面
々
返
々
御
う
ら
山

し
く
て
候
、
一
首
任
筆
可
進
上
候
、
返
々
無
念
に
候
、
一
見
之
後
、
丙
丁
童
子

可
被
分
付
候
、
此
若
木
花
い
か
ゝ
候
へ
き
、
至
祷
々
々
、

広
橋
と
の
へ

⑦
に
見
え
る
義
持
の

｢

御
書｣

と

｢

和
哥｣

の
本
文
が
柳
原
本
Ｄ
に
載
る
和
歌
と
書

状
で
あ
り
、
和
歌
中
の

｢

若
木
の
花｣

が
⑧
に
い
う

｢

季
保
朝
臣
新
妻
女｣

を
指
す

の
で
あ
ろ
う
。
後
小
松
詠
は
柳
原
本
に
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
写
真
帳

『

下
郷
共
済
会
所
蔵
文
書
八』

(

広
橋
文
書
丙)

所
収
の
兼
宣
自
筆
断
簡

に
見
え
る
次
の
歌
が
そ
れ
に
相
当
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

御
製

老
木
た
に
さ
ら
に
花
め
く
春
な
れ
や
や
ふ
し
も
わ
か
ぬ
君
か
ひ
か
り
に

愚
詠
二
首

こ
の
春
の
君
か
め
く
み
は
や
ふ
し
わ
か
ぬ
老
木
わ
か
木
の
花
に
み
え
け
り

わ
き
て
け
ふ
君
か
こ
と
葉
の
玉
に
し
き
か
ゝ
る
を
千
代
の
は
し
め
と
て
し
る

兼
宣
上

後
小
松
詠
、
兼
宣
詠
と
も
義
持

(

楽
全
子)

の
詠
歌
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
⑦
は
、
自
筆
本
の
失
わ
れ
た
柳
原
本
Ｄ
冒
頭
の
記
事
、

お
よ
び
下
郷
共
済
会
所
蔵
の
兼
宣
自
筆
断
簡
を
は
さ
ん
で
⑧
に
続
い
て
い
く
も
の
で

あ
ろ
う
。

⑨

｢

勅
定｣

に
よ
っ
て
諸
卿
や
上
皇
近
親
の
女
性
た
ち
の
伺
候
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
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こ
と
、
そ
れ
は
何
か
を

｢

見
物｣

す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
応
永

二
十
九
年
の
中
で
こ
れ
に
該
当
す
る
記
事
を
探
せ
ば
、
二
月
二
十
一
日
条
に
仙
洞
で

猿
楽
が
行
わ
れ
た
と
の
記
事
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
記
で
二
十
一
日
条
の

載
る
第
八
紙
は
幅
一
三
・
八
セ
ン
チ
、
二
十
二
日
の
載
る
第
九
紙
は
幅
五
・
三
セ
ン

チ
し
か
な
く
、
第
七
紙
を
も
併
せ
て
よ
う
や
く
四
〇
セ
ン
チ
と
な
る
。
第
七
・
八
紙

間
、
第
八
・
九
紙
間
に
挿
入
紙
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
、
後
者
が
⑨
に
あ
た
る
の

だ
ろ
う

(

前
者
が
②
で
あ
る
こ
と
は
既
述)

。

⑬
冒
頭
に

｢

晴
、
早
旦
奉
拝
尊
神
、｣

と
あ
る
が
、｢

兼
宣
公
記｣

で

｢

奉
拝
尊
神｣

の
記
事
が
出
て
く
る
の
は
、
月
の
朔
日
条
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
⑬
は
い

ず
れ
か
の
月
の
朔
日
条
に
補
入
さ
れ
て
い
た
記
事
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
応

永
二
十
九
年
本
記
で
朔
日
条
と
二
日
条
の
間
に
紙
継
目
が
あ
る
月
は
四
月
記
と
五
月

記
の
み
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
五
月
記
の
場
合
は
、
一
日
の
暦
記
に
兼
宣
の
自
筆
記
事

が
あ
り
、｢

晴
、
看
経
等
如
毎
朔
、
但
尊
神
以
下
之
拝
、
為
軽
服
日
数
中
之
間
、
所

加
斟
酌
也｣

と
あ
る
の
で
、
⑬
が
五
月
一
日
条
で
あ
る
可
能
性
は
な
い
。
本
記
の
三

月
末
か
ら
四
月
始
め
に
か
け
て
の
部
分
は
、
計
五
行
分
、
推
定
紙
幅
一
二
・
五
セ
ン

チ
程
度
を
欠
い
て
い
る
が
、
こ
の
寸
法
を
二
日
条
の
載
る
第
二
四
紙
、
紙
幅
二
六
・

七
セ
ン
チ
と
併
せ
る
と
ほ
ぼ
四
〇
セ
ン
チ
程
度
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
第
二
四
紙
の

直
前
に
本
来
は
挿
入
紙
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
⑬
な
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。ま

た
⑬
に
は
、
義
持
が
北
野
社
の
参
籠
所
を
出
て
、
院
参
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
内
容
は
、『

満
済
准
后
日
記』

応
永
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日
条
に

｢

御
所
様
八
幡
御
社
参
、(

中
略)

北
野
同
御
社
参
、
但
非
御
色
粧
、
今
夜
北
野
ニ
御

座
、
明
日
廿
九
日

於
北
野
神
前
可
有
田
楽
云
々
、
仍
朔
日
自
北
野
可
有
還
御
、
直
可
有

御
院
参
云
々
、｣

と
あ
る
の
と
も
符
合
す
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
④
⑦
⑧
⑨
⑬
も
ま
た
応
永
二
十
九
年
本
記
か
ら
脱
落

し
た
も
の
と
考
え
て
も
本
記
と
の
間
に
矛
盾
は
生
ぜ
ず
、
ま
た
①
も
応
永
二
十
九
年

記
の
別
記
で
あ
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り

｢

残
缺｣

の
す
べ
て

は
応
永
二
十
九
年
記
で
あ
り
、
本
来
の
位
置
も
特
定
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

四

柳
原
本
に
の
み
見
え
る
記
事
の
月
日
比
定

史
料
纂
集
本
に
は
、
自
筆
本

｢

二
月
〜
六
月
記｣

に
も

｢

残
缺｣

に
も
な
く
、
柳

原
本
に
の
み
見
え
る
記
事
が
い
く
つ
か
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
挿
入
位
置
の
是
非

を
検
討
し
て
お
こ
う
。

第
一
は
、
は
じ
め
に
で
紹
介
し
た
柳
原
本
Ｂ
で
、
史
料
纂
集
本
で
は
二
月
六
日
条

に

｢

別
記｣

と
し
て
収
録
す
る
。
内
容
は
こ
の
年
二
月
八
日
に
行
わ
れ
た
釈
奠
の
準

備
に
関
す
る
も
の
で
、｢

雨
降
、｣

で
始
ま
る
。
記
述
内
容
か
ら
、
五
日
〜
七
日
の
い

ず
れ
か
の
条
と
考
え
ら
れ
る
が
、『

看
聞
日
記』

『

康
富
記』

に
よ
れ
ば
こ
の
前
後
は

晴
天
が
多
く
、
雨
が
降
っ
た
の
は
六
日
だ
け
で
あ
る
。
自
筆
本

｢

二
月
〜
六
月
記｣

に
は

｢

六
日
、
甲
午
、
陰｣

で
始
ま
る
記
事
も
あ
る
の
で
、
や
は
り
村
田
氏
の
注
記

ど
お
り
、
二
月
六
日
の
別
記
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
次
の
記
事
で
あ
る
。

有
一
献
御
会
、
青
蓮
院

(

義
円)

准
后
御
参
、

抑
左
兵
衛
佐
義
淳

(

斯
波)

所
持
笛
共
、
自
室
町
殿
被
召
進
仙
洞
者
也
、(

中
略)

抑
去
暁
楊
梅
中
将
兼
英
朝
臣
宿
所
盗
人
乱
入
、
兼
英
朝
臣
者
当
座
夭
亡
、
子
息

小
生

(

兼
興)

負
手
云
々
、

こ
の
記
事
は
、
史
料
纂
集
本
で
は
柳
原
本
Ｄ
に
従
っ
て
二
月
七
日
条
に
収
録
さ
れ

て
い
る
が
、
村
田
氏
に
よ
っ
て

｢

本
年
三
月
九
日
ノ
記
ナ
リ｣

の
注
が
付
さ
れ
て
い

る
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
楊
梅
兼
英
の
遭
難
は
三
月
八
日
深
夜
か
ら
翌
未
明
に

か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は

『

看
聞
日
記』

で
確
認
で
き
る
の
で
、
こ
れ
は
村
田

氏
の
指
摘
ど
お
り
、
三
月
九
日
記
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
表
の
よ
う
に
、
本
記
で

三
月
九
日
条
の
載
る
第
一
六
紙
は
幅
一
〇
・
四
セ
ン
チ
で
、
第
一
七
紙
と
併
せ
て
四

〇
・
六
セ
ン
チ
と
な
る
。
柳
原
本
Ｄ
の
上
の
記
事
の
原
本
は
、
本
来
こ
の
二
紙
間
の
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継
目
に
挿
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
は
、
三
月
二
十
九
日
条
に
収
録
さ
れ
た
次
の
記
事
で
あ
る
。

廿
九
日
以
来
、
自
室
町
殿
有
御
突
鼻
、
今
日
内
々
雖
令
祗
候
、
不
被
召
御
前
之
処
、

有
被
仰
下
之
旨
間
、
余
召
出
之
、
仍
三
人
参
御
前
、

数
献
後
、
室
町
殿
御
退
出
、
余
為
院
御
使
、
乍
直
垂
体
、
則
参
仕
室
町
殿
之
処
、

御
座
越
後
守

赤

松

持

貞

宿
所
之
間
、
則
参
彼
所
、
今
日
御
参
、
殊
以
目
出
思
食
之
間
、
殊
更

御
馬
一
疋
・
御
剣
一
腰
被
進
之
者
也
、
畏
入
之
由
奉
室
町
殿
御
返
事
、
則
帰
参
院
、

其
後
退
出
、
弁
猶
令
祗
候
者
也
、

柳
原
本
Ｄ
で
は
三
月
二
十
九
日
に
収
録
さ
れ
、
史
料
纂
集
本
も
こ
れ
に
従
っ
て
い

る
が
、
Ｄ
自
身
が

｢

已
下
六
行
別
年
記
歟
、
可
勘
、｣

と
注
記
し
、
史
料
纂
集
本
も

こ
の
注
記
を
掲
載
し
て
い
る
。
兼
宣
が
足
利
義
持
か
ら

｢

突
鼻｣

、
つ
ま
り
不
興
を

蒙
っ
て
い
た
の
を
許
さ
れ
、
こ
の
日
、
よ
う
や
く
対
面
で
き
た
こ
と
を
記
し
た
記
事

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、『

看
聞
日
記』

応
永
二
十
九
年
二
月
三
日
条
に

｢

広
橋
大
納
言
去
一
日
御
免
、
令
出
仕
云
々

、
去
年
以
来
籠
居
、
然
而
公
武
御
免
之
間

開
愁
眉
云
々

、
経
興
卿
此
間
天
下
事
執
奏
之
処
、
公
武
時
宜
不
快
令
籠
居
云
々

、｣

と
あ

り
、
応
永
二
十
八
年
以
来
、
籠
居
し
て
い
た
兼
宣
が
幕
府
に
出
仕
で
き
た
の
は
二
月

一
日
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
右
に
掲
げ
た
記
事
が
こ
の
件
を
記
し
た
兼
宣
本
人

の
記
述
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
本
記
の
二
月
三
日
以
前
は
現
在
失
わ
れ
て
い

る
が
、
右
の
記
事
こ
そ
が
、
こ
の
う
ち
の
一
日
条
な
の
で
あ
ろ
う
。

第
四
は
、
史
料
纂
集
本
で
三
月
二
十
一
日
条
に
挿
入
さ
れ
た
柳
原
本
Ｄ
に
含
ま
れ

る
北
野
一
切
経
会
関
係
記
事
で
あ
る
。
自
筆
本

｢

二
月
〜
六
月
記｣

で
も
同
日
条
の

載
る
第
一
九
紙
と
第
二
〇
紙
の
間
に
は
一
紙
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
章

の
中
途
で
始
ま
る
前
欠
の
記
事
で
あ
る
。
そ
の
記
述
は
柳
原
本
Ｄ
の
北
野
一
切
経
会

関
係
記
事
の
後
半
部
と
一
致
す
る
の
で
、
柳
原
本
Ｄ
に
の
み
見
え
る
部
分
は
柳
原
本

成
立
後
に
自
筆
本
が
失
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
収
録
箇
所
は
史
料
纂
集

本
の
校
訂
で
ま
ち
が
い
な
い
。

五

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、｢

兼
宣
公
記｣

応
永
二
十
九
年
記
本
記
は

｢

残
缺｣

と
相
補
い

あ
う
も
の
で
あ
り
、｢

残
缺｣

に
収
録
さ
れ
た
断
簡
を
正
し
い
位
置
に
戻
す
こ
と
に

よ
っ
て
、｢

兼
宣
公
記｣

は
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
本

記
に
見
ら
れ
る
不
審
な
紙
継
目
の
ほ
と
ん
ど
は
、｢

残
缺｣

お
よ
び
柳
原
本
の
み
に

見
え
る
記
事
を
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

本
来
な
ら
ば

｢

残
缺｣

所
収
の
断
簡
を
正
し
い
位
置
に
戻
し
た
応
永
二
十
九
年
記

の
全
文
の
翻
刻
を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
は
じ
め
に
で
紹
介
し
た
柳
原
本
Ｃ

｢

二
月
十
四
日
法
勝
寺
大
乗
会
別
記｣

は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
自
筆
別
記
が
所

蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
史
料
纂
集
本
で
は
未
収
録
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
館
所
蔵

｢

広
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類｣

に
は
、｢

兼
宣
公
記｣

と
銘
打
た
れ
な
い
広
橋
兼

宣
に
よ
る
別
記
が
多
数
存
在
し
、
そ
の
う
ち
に
は
応
永
二
十
九
年
以
前
の
も
の
で
あ
っ

て
も
史
料
纂
集
本
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら

も
含
め
て
紹
介
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
本
誌
上
で
は
到
底
紙
数
が
足
り
な
い
。
後
日
、

別
の
方
法
を
試
み
た
い
。

[

註]

(

１)

一
九
七
三
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
。

(

２)
｢

兼
宣
公
記｣

応
永
二
十
九
年
四
月
二
十
七
日
条
に

｢

自
今
朝
室
町
殿
御
座
等
持
寺｣

と
あ
る
。

(

３)
｢

康
富
記｣

応
永
二
十
九
年
十
一
月
三
十
日
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
、
義
持
は
仙
洞

と
近
衛
家
を
訪
問
し
て
い
る
の
で
、
等
持
寺
に
赴
い
た
の
は
十
二
月
に
は
い
っ
て
か

ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

( ) ｢兼宣公記｣ 応永二十九年記の錯簡について (榎原)97
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暦記料紙 月日 紙幅 紙幅計 備 考 ☆は冒頭､ ※は末尾に挿入すべきもの
1 2月4～6日 24.5 24.5 2月記冒頭・1～3日条欠 ☆1日条に柳原本Ｄ ※6日条別記 (柳原本Ｂ)
2 7日 1.9

35.3

1行分 (約2.5㎝) 欠､ 末尾に挿入文書あり ※⑪
3 8日 6.3
4 9日 7.1 末尾に挿入文書・記事あり
5 10～12日 20.0
6 13～17日 40.6 40.6 13日条別記 (①)
7 18～19日 20.9

40.0
※②

8 20～21日 13.8 ※⑨
9 22日 5.3
10 23～27日 40.4 40.4
11 28～29日 12.7

38.8
29日条半行分 (約1.3㎝) 欠 ※⑫

12 3月1～2日 20.7 末尾に挿入記事あり
13 3日 5.4
14 3日 4.7

40.1
末尾に挿入記事あり

15 4～8日 35.4
16 9日 10.4

40.6
※柳原本Ｄ

17 10～13日 30.2
18 14～18日 40.2 40.2 ※⑦ 柳原本Ｄ 下郷共済会所蔵文書 ⑧
19 19～21日 19.7

39.9
末尾に挿入記事あり ※柳原本Ｄ

20 22～24日 20.2
21 25日 11.9

39.322 26～28日 24.5 末尾に挿入文書・記事あり
23 29日 2.9
24 4月2～4日 26.7 26.7 4月記冒頭と1日条の5行分 (約12.5㎝) 欠 ☆1日条に⑬
25 5～10日 37.4 ※⑤
26 11～12日 10.8
27 13～17日 40.5 40.5
28 18～21日 28.8

34.8
末尾に挿入記事あり

29 22日 6.0 22日条2行分 (約5㎝) 欠､末尾に挿入記事あり
30 23日 5.0

39.5
末尾に挿入記事あり

31 24～28日 34.5
32 29～5月1日 32.7

40.2
※⑥

33 2日 7.5
34 3～8日 40.5 40.5
35 9～13日 40.7 40.7
36 14～18日 40.6 40.6
37 19～24日 40.6 40.6
38 25～28日 29.5

39.8
39 29日 10.3
40 6月1～5日 40.7 40.7
41 6～7日 12.4

35.4
7日条2行欠

42 8～10日 23.0
44 11～14日 29.6

40.1
末尾に挿入記事あり

45 15～16日 10.5
46 17日 10.2

38.8
末尾に挿入記事あり

47 18日 7.0 末尾に挿入記事あり
48 19～21日 21.6
49 22日 40.3 40.3
1 12月4～5日 16.4 16.4 ☆2日条に④､ 3日条に③
2 6～9日 33.2

40.5
3 10～11日 7.3
4 12～16日 40.0 40.0 末尾に挿入記事･文書あり
5 17～18日 19.5

39.3
末尾に挿入文書あり

6 19日 2.8 末尾に挿入記事あり ※⑩
7 20～21日 17.0
8 22～25日 35.2

39.6
末尾に挿入文書あり

9 26日 4.4
10 27日 11.7

35.8
末尾に挿入文書あり

11 28日 24.1

表 兼宣公記応永29年2月～6月・12月記暦記料紙情報
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